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Ⅰ 新地方公会計制度の概要 

 地方公共団体における予算・決算に係る会計制度は、現金収支を議会の民主的統制

下に置くことで、予算の適正かつ確実な執行を図るという観点から、確定性、客観性、

透明性に優れた単式簿記による現金主義会計を採用しています。 

 一方、厳しい財政状況の中で、財政の透明性を高め、住民に対する説明責任をより

適切に果たし、財政の効率化・適正化を図るため、従来からの単式簿記による現金主

義会計では把握できない情報（ストック情報（資産・負債）や、見えにくいコスト情

報（減価償却費等））を住民や議会等に説明する必要が一層高まっており、補完の手法

として複式簿記による発生主義会計の導入が求められるようになりました。 

 平成26年には、複式簿記による発生主義会計の導入、固定資産台帳の整備により客

観性・比較可能性を担保した「統一的な基準」による地方公会計の整備の方針が示さ

れ、当該基準による地方公会計を整備し、予算編成等に活用するよう要請されました。 

 統一的な基準では、会計処理方法として複式簿記・発生主義会計を採用することに

より現金取引（歳入・歳出）のみならず、固定資産台帳を整備することにより、すべ

てのストック情報（資産・負債）及びフロー情報（期中の収益・費用及び純資産の内

部構成の変動）を網羅的かつ誘導的に記録・表示することができます。 

 浦幌町では、平成29年度決算から統一的な基準に基づき財務書類を作成することと

しており、この度は令和３年度決算に関する財務書類を作成いたしました。 

 

Ⅱ 浦幌町財務書類の概要 

（１）対象となる会計の範囲 

  財務書類の作成にあたり、本町において対象となる会計の範囲は次のとおりです。 

連結財務書類 

全体財務書類  

一般会計等財務書類  

一般会計 国民健康保険事業特別会計 北海道市町村総合事務組合 

町有林野特別会計 後期高齢者医療特別会計 北海道市町村備荒資金組合 

浦幌町立診療所特別会計 介護保険特別会計 北海道市町村職員退職手当組合 

 公共下水道特別会計 とかち広域消防事務組合 

 個別排水処理特別会計 北海道町村議会議員公務災害補償等組合 

 簡易水道特別会計 北海道後期高齢者医療広域連合 

  十勝圏複合事務組合 

  株式会社ユーエム 

 

※なお、連結財務書類については、連結対象となる上記関係団体のうち、北海道市町

村総合事務組合及び北海道市町村職員退職手当組合の準備が整っていないため作成

しておりません。 
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（２）財務書類等の見方 

 ①貸借対照表（バランスシート：ＢＳ） 

  貸借対照表は、会計年度末時点で、どのような資産を保有しているのかと、その

資産がどのような財源で賄われているかを対照表で示したものです。 

貸借対照表により基準日時点における資産・負債・純資産といったストック項目

の残高が明らかにされます。 

※貸借対照表の見方 

資産はこれまでに住民サービス提供のために形成し、今後も住民サービス提供の

ために利用される財産です。 

資産を形成するための財源が地方債等であれば負債に、地方税や国・道の補助金

等であれば純資産に計上されます。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資産の部  

・資金流入をもたらすもの、行政サービス提供能力を有するものに整理され「固定資産」

と「流動資産」に区分されます。 

ⅰ）固定資産：土地や建物などの有形固定資産と電話加入権などの無形固定資産、出資

金などの投資その他の資産に分類され、それぞれ年度末に所有している資産の価値を

表しています。 

ⅱ）流動資産：前期からの繰越金などの現金や未収金などの債権、財政調整基金等に分

類され、それぞれ年度末の残高を表しています。 

Ⅱ 負債の部  

・将来、債権者に対する支払や返済により資金流出をもたらすものであり、「固定負債」

と「流動負債」に区分されます。 

ⅰ）固定負債：翌年度以降に償還する地方債や職員の退職手当の支払に備える退職手当

引当金などに分類され、それぞれ年度末の残高を表しています。 

ⅱ）流動負債：翌年度に償還する地方債や職員の翌年度６月の期末勤勉手当の支払に備

える賞与等引当金などに分類され、それぞれ年度末の残高を表しています。 

Ⅲ 純資産の部  

・資産と負債の差額ですが、民間企業のように資本の獲得等に関する取引の結果ではな

く、町民や国・道が負担し返済を終えた財産を表しており、「固定資産等形成分」と

「余剰分（不足分）」に区分されます。 

ⅰ）固定資産等形成分：資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、原則として金銭

以外の形態で保有されるものであり、調達した資源を充当して資産形成を行った場合

の、その資産の残高（減価償却累計額の控除後）を意味します。 

ⅱ）余剰分（不足分）：費消可能な資源の蓄積をいいますが、貸借対照表上ではマイナス

となることが多く、この場合は基準日時点における将来の金銭必要額を表しています。 
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【貸借対照表から分かること】※以下、カッコ内は昨年度の数値です。 

 一般会計等では、令和３年度末で３７８億１，１３０万４千円(389億4,063万7千円)

の資産を所有しています。 

 資産の中で大きな割合を占めるのが道路や橋などのインフラ資産で総資産の６１.

６％(62.4%)を占めており、次いで、学校や認定こども園、老人ホームなどの事業用資

産が２６.０％(26.5%)となっています。 

 一方、負債については、８８.８％(89.2%)を地方債（令和５年度以降償還元金分）

と１年内償還予定地方債（令和４年度償還元金分）が占めています。 
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②行政コスト計算書（ＰＬ） 

  行政コスト計算書は、１会計期間において、資産形成に結びつかない経常的な行

政活動に係る費用と、その行政活動と直接の対価性のある使用料・手数料などの収

益を対比させた財務書類です。 

  経常的な費用と収益の差額によって、１年間の行政活動のうち、資産形成に結び

つかない経常的な行政活動について税収等で賄うべき行政コスト（純経常行政コス

ト）が明らかにされます。 

Ⅰ 経常費用 

・経常費用は、毎会計年度、経常的に発生するものをいい、「業務費用」と「移転費用」に

区分されます。 

ⅰ）業務費用：職員給与や議員報酬などの人件費、消耗品や施設等の維持補修費、減価

償却費などの物件費等、地方債償還の利子などのその他の業務費用をいいます。 

ⅱ）移転費用：政策目的による補助金等と社会保障給付としての扶助費等、他会計に対

する繰出金及びその他をいいます。 

Ⅱ 経常収益 

・経常収益は、毎会計年度、経常的に得られるもので、「使用料及び手数料」と「その

他」に区分されます。 

ⅰ）使用料及び手数料：使用料・手数料の形態で徴収する金銭をいいます。 

ⅱ）その他：使用料及び手数料以外の経常的に得られるもので、土地建物貸付料や物品

売払収入などをいいます。 

Ⅲ 純経常行政コスト 

・経常費用から、経常収益を差し引いて算定します。 

Ⅳ 純行政コスト 

・純経常行政コストに災害復旧事業費や資産売却益など、臨時に発生する損失、利益を加

味して算定します。 

 【着目する項目】 

・減価償却費：社会資本の経年劣化等に伴う減少額を表す項目 

 減価償却費は行政側から見ると、１年間に消費した固定資産（償却資産）の金額

を表す項目ですが、住民側から見るとその金額に見合う分だけ施設やインフラ（道

路や橋など）に関するサービスの提供を受けたことを表しています。 
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【行政コスト計算書から分かること】 

 一般会計等では、令和３年度に７１億２，１８７万２千円(69億2,210万円)のコス

トがかかっています。 

 経常費用の中で大きな割合を占めるのが固定資産の経年劣化による減少額である

減価償却費２３.９％(24.0%)、消耗品費などの物件費２１.３％(19.9%)、職員給与費

などの人件費１７.９％(18.2%)などとなっています。 

 一方、経常収益の中で使用料及び手数料が占める割合は１８.３％(19.6%)となって

います。 
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③純資産変動計算書（ＮＷ） 

  純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、１年

間でどのように変動したかを表す財務書類です。 

  純資産変動計算書においては、地方税、地方交付税などの一般財源、国庫支出金

などの特定財源が純資産の増加要因として直接計上され、行政コスト計算書で算出

された費用（純行政コスト）が純資産の減少要因として計上されることなどを通じ

て、１年間の純資産総額の変動が明らかになります。また、固定資産等の変動によ

り、純資産の変動要因が分かります。 

Ⅰ 純行政コスト（△） 

・行政コスト計算書の純行政コストの額と一致します。 

Ⅱ 財源 

・財源は、「税収等」と「国県等補助金」に区分されます。 

ⅰ）税収等：地方税、地方交付税及び地方譲与税等をいいます。 

ⅱ）国県等補助金：国庫支出金及び都道府県支出金等をいいます。 

Ⅲ 本年度差額 

・純行政コストから財源を差し引くことで算定します。 

Ⅳ 固定資産等の変動（内部変動） 

・固定資産等の変動（内部変動）は、「有形固定資産の増加・減少」、「貸付金・基金等の

増加・減少」に区分されます。 

ⅰ）有形固定資産の増加・減少：当該年度に道路などの社会資本を取得した額と過去に

取得した社会資本の経年劣化等に伴う減少額を表します。 

ⅱ）貸付金・基金等の増加・減少：貸付金、基金、出資金など長期金融資産の当該年度

における増減を表します。 

Ⅴ 資産評価差額 

・有価証券等の評価差額をいいます。 

Ⅵ 無償所管換等 

・無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等をいいます。 

Ⅶ 本年度純資産変動額 

・本年度差額に固定資産等の変動（内部変動）、資産評価差額及び無償所管換等を加味し

て算定します。 

Ⅷ 本年度末純資産残高 

・前年度末純資産残高に本年度末純資産変動額を加えて算定します。 

 【着目する項目】 

 ・本年度差額：発生主義ベースでの収支均衡が図られているかを表す項目 

  プラスであれば、貸借対照表の純資産の増加を意味し、将来的に資産を残したこ

とになります。言い換えると現世代の負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄

積したことを意味し、将来世代の負担は軽減されたことになります。 

マイナスであれば、貸借対照表の純資産の減少を意味し、これまでに蓄積された

資産を費消して行政サービスを提供したことになります。言い換えると将来世代が

利用可能な資源を現世代が消費して便益を享受する一方で、将来世代にその分の負

担が先送りされたことを意味しています。 
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【純資産変動計算書から分かること】 

 一般会計等では、令和３年度の純資産は前年度から７億６，９２５万円減少(9億

6,596万6千円減少)しました。これは公共事業等による資産の増加よりも減価償却等

による資産の減少が大きかったことが主な要因です。 
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④資金収支計算書（ＣＦ） 

資金収支計算書は、１会計期間における行政活動に伴う現金等の流れを性質の異

なる３つの活動に分けて表示した財務書類です。 

  現金収支については、現行の歳入歳出決算書においても明らかにされますが、資

金収支計算書においては、「業務活動収支」、「投資活動収支」、「財務活動収支」とい

う性質の異なる３つの活動に大別して記載され、資金が期首残高から期末残高へと

増減した原因が明らかにされるのが特徴です。 

Ⅰ 業務活動収支 

・業務活動収支は、「業務支出」、「業務収入」、「臨時支出」及び「臨時収入」に区分され

ます。 

ⅰ）業務支出：人件費支出や物件費等支出などの業務費用支出と補助金等支出や社会保

障給付支出などの移転費用支出をいいます。 

ⅱ）業務収入：税収等収入、国県等補助金収入（業務支出の財源に充当した収入）、使

用料及び手数料収入及びその他の収入をいいます。 

ⅲ）臨時支出：災害復旧事業費支出及びその他の支出をいいます。 

ⅳ）臨時収入：臨時にあった収入をいいます。 

Ⅱ 投資活動収支 

・投資活動収支は、「投資活動支出」と「投資活動収入」に区分されます。 

ⅰ）投資活動支出：有形固定資産等の形成に係る支出である公共施設等整備費支出、基

金積立金支出、投資及び出資金支出、貸付金支出その他の支出をいいます。 

ⅱ）投資活動収入：国県等補助金収入（投資活動支出の財源に充当した収入）、基金取

崩収入、貸付金元金回収収入、資産売却収入及びその他の収入をいいます。 

Ⅲ 財務活動収支 

・財務活動収支は、「財務活動支出」と「財務活動収入」に区分されます。 

ⅰ）財務活動支出：地方債に係る元本償還支出である地方債償還支出とその他の支出を

いいます。 

ⅱ）財務活動収入：地方債発行による収入である地方債発行収入及びその他の収入をい

います。 

 【着目する項目】 

  本年度資金収支額：当期資金収支を合算した額 

１年間の全ての収入と支出の差し引き（本年度資金収支額の欄）がプラスであれ

ば、その年度の収入でその年度の支出を賄ったことになります。 

ただし、地方債発行収入は、元金償還分が貸借対照表の負債に計上され、将来世

代の負担になることに注意が必要です。 
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【資金収支計算書から分かること】 

 １年間の全ての収入と支出の差引き（本年度資金収支額）がプラスであれば、その

年度の収入でその年度の支出を全て賄ったことになります。 

本町の場合は、本年度資金収支額は７１０万８千円のプラス(2,154万3千円のプラ

ス)となりますが、前年度からの繰越金２億９６１万８千円(1億8,807万5千円)を加え

ると２億１，６７２万６千円(2億961万8千円のプラス)のプラスとなります。 
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Ⅲ 指標等による分析について 

従来の決算統計に基づく財政指標や地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

おける健全化指標等に加え、財務書類のデータ等による指標を分析することにより、

本町の財政状況を多角的に分析することが可能となります。 

これまで「地方公会計の活用の促進に関する研究会報告書（平成30年３月）」及び

「地方公会計の推進に関する研究会報告書（平成31年３月）」において示された指標

に基づく本町の財政状況は以下のとおりです。 

以下、カッコ内は昨年度の指標です。 

○住民１人当たり資産額と負債額 

 資産額と負債額をそれぞれ住民基本台帳人口（令和４年３月末日現在）で除して

住民１人当たり資産額（負債額）とすることにより、他団体との財政状況の比較が

容易になります。 

◆住民１人当たり資産額：861万3千円(865万2千円) 

◆住民１人当たり負債額：224万8千円(227万2千円） 

・算定式 

資産合計÷住民基本台帳人口 

 37,811,304千円÷4,390人＝8,613千円 

 負債合計÷住民基本台帳人口 

 9,866,863千円÷4,390人＝2,248千円 

○歳入額対資産比率 

 当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成

されたストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、資産形成の度

合いを把握することができます。 

 この比率を他団体と比較することにより、資産形成に重点を置いてきたのか、そ

れ以外の費用的支出に重点を置いてきたのかが分かります。 

◆歳入額対資産比率：4.85年分(4.59年分) 

・算定式 

 資産合計÷歳入総額 

 37,811,304千円÷7,792,006千円＝4.85年分 
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○有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） 

 有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算

出することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを

全体として把握することができます。 

◆有形固定資産減価償却率：63.74％(62.08％) 

・算定式 

 減価償却累計額÷有形固定資産合計 

 56,940,969千円÷89,336,871千円＝63.74％ 

※有形固定資産合計からは土地等の非償却資産を除き、減価償却累計額を加えます。 

○純資産比率 

 純資産の変動は、将来世代と過去及び現世代との間で負担の割合が変動したこと

を意味します。 

 純資産の増加は、過去及び現世代の負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄

積したことを意味する一方、純資産の減少は、将来世代が利用可能な資源を過去及

び現世代が費消して便益を享受していると捉えることができます。 

 純資産比率が高いほど、これまでに資産形成の大きな部分を負担してきたことに

なり、これからの負担が少ないことになります。 

◆純資産比率：73.90％(73.74％) 

・算定式 

 純資産÷資産合計 

 27,944,441千円÷37,811,304千円＝73.90％ 

○社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 

 有形固定資産などの社会資本等に対して、将来の償還等が必要な負債による調達

割合を算定することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の程度を把握す

ることができます。 

 比率が高いほど、将来世代の負担が大きいと言えます。 

◆社会資本等形成の世代間負担比率：19.55％(19.41％) 

・算定式 

地方債残高÷有形・無形固定資産合計 

 6,539,375千円÷33,450,396千円＝19.55％ 

※地方債残高からは臨時財政特例債、減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債及び

減収補てん債特例分を除きます。 
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○基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

 資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く）及び投資活動収支（基

金積立金支出、基金取崩収入を除く）の合算額を算出することにより、税収・税外

収入と公債費を除く歳出との収支を表し、その時点で必要とされる政策的経費を、

その時点の税収等でどれだけ賄えているかを示す指標となります。この指標が均衡

している場合には、経済成長率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方

債等の比率は増加せず、持続可能な財政運営が実現できていると捉えることができ

ます。 

基礎的財政収支が大きく改善した具体的な要因は、認定こども園新築事業が終了

したことにより投資活動支出が大幅に減少したことによるものです。 

◆基礎的財政収支：5億9,516万9千円(△7億1,994万2千円) 

・算定式 

 業務活動収支＋投資活動収支 

 855,083千円＋△259,914千円＝595,169千円 

※業務活動収支からは支払利息支出を除き、投資活動収支からは基金積立金支出及び基金取崩

収入を除きます。 

○住民１人当たり行政コスト 

 行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して住民１

人当たり行政コストとすることにより、行政活動の効率性を見ることができます。 

◆住民１人当たり行政コスト：162万2千円(153万8千円) 

・算定式 

 純行政コスト÷住民基本台帳人口 

 7,121,872千円÷4,390人＝1,622千円 

○受益者負担の割合（受益者負担比率） 

 行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者

負担の金額を表すため、これを経常費用と比較することにより、行政サービス提供

に対する直接的な負担の割合を算出することができます。 

 なお、受益者負担に類似するものであっても、分担金や負担金として徴収してい

るものについては経常収益に含まれないため、課題の設定によっては、分担金や負

担金を加えた比率で分析することが考えられます。 

◆受益者負担の割合：7.69％(7.57％) 

・算定式 

経常収益÷経常費用 

 596,322千円÷7,752,708千円＝7.69％ 

 


